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は
し
が
き

讃
岐
の
金
毘
羅
様
と
い
っ
て
人
口
に
贈
灸
し
て
い
る
香
川
県
琴

平
町
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
股
盛
を
極
め
た
全
国
屈
指
の
門
前
町

で
あ
る
。
殊
に
天
保
時
代
の
頃
は
京
六
か
丸
金
か
と
い
っ
た
程
京

都
六
条
東
本
願
寺
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
信
仰
地
と
な
っ
た
。
そ

し
て
今
な
お
町
の
た
た
ず
ま
い
も
昔
の
面
影
を
と
ど
め
て
金
刀
比

羅
宮
と
深
い
関
連
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
こ
は
江
戸
時
代

に
朱
印
地
と
な
り
、
象
頭
山
松
尾
寺
金
光
院
別
当
が
代
々
支
配
し

政
治
、
経
済
、
文
化
等
の
面
で
実
権
を
握
り
、
こ
れ
と
金
光
院
と

の
つ
な
が
り
は
唯
郷
土
史
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
近
世
庶
民
社
会

に
お
い
て
の
歴
史
的
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
若
干
の
史
料
に
よ
っ
て
近
世
庶
民
社
会
に
お
け
る
金
毘

羅
門
前
町
の
性
格
を
考
え
た
い
と
思
う
。

法
政
史
学
第
一
五
号

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究

日
金
毘
羅
に
つ
い
て
の
概
略

香
川
県
琴
平
町
は
江
戸
時
代
末
ま
で
讃
岐
国
那
珂
郡
小
松
荘
と

ノ
ウ
ダ

エ
ナ
イ

い
い
、
苗
田
、
金
毘
羅
、
榎
井
、
五
条
、
佐
文
、
四
条
の
地
域
で

建
長
二
（
一
二
五
○
）
牟
道
家
関
白
処
分
記
（
１
）
に
「
家
領
子
松

庄
」
と
あ
り
、
円
光
大
師
行
状
翼
賛
に
も
「
小
松
荘
〈
月
輪
殿
ノ

御
領
」
と
記
さ
れ
、
も
と
は
九
条
家
の
荘
園
で
あ
っ
た
所
で
、
其

後
室
町
、
戦
国
時
代
に
至
っ
て
混
乱
し
、
豊
臣
氏
の
天
下
統
一
に

よ
っ
て
讃
岐
に
封
ぜ
ら
れ
た
仙
石
氏
、
生
駒
氏
等
が
寄
進
状
を
出

し
厚
く
金
毘
羅
を
保
護
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
高
松
藩
主

松
平
頼
重
は
幕
府
に
乞
う
て
社
領
一
一
一
百
三
十
石
の
朱
印
地
と
な
し

明
治
維
新
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
金
毘
羅
大
権
現
と
は
神
号
で
仏
法
の
守
護
神
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
琴
平
の
象
頭
山
に
い
つ
鎮
座
し
た
か
に
つ

い
て
は
（
２
）
香
川
叢
書
巻
三
に
、
「
金
毘
羅
大
権
現
当
山
に
御
鎮
座

土
居
光
子

五
八
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の
事
は
遠
く
神
代
よ
り
の
こ
と
に
し
て
幾
百
万
年
と
云
う
こ
と
を

知
ら
ず
又
祀
る
所
の
御
神
名
等
は
昔
よ
り
秘
に
し
て
外
よ
り
伺

ひ
知
る
べ
か
ら
ず
叉
云
当
山
は
た
だ
日
本
一
社
の
神
に
ま
し

サ
ル
レ
オ
ウ

ま
し
て
遠
く
神
代
よ
り
此
所
に
鎮
座
ま
し
ま
し
霊
公
（
讃
留
霊
王
）

こ
れ
を
知
り
て
祀
り
給
ひ
役
小
角
本
地
仏
を
彫
刻
し
給
ふ
処
に
し

て
世
間
よ
り
伺
ひ
し
る
べ
か
ら
ず
叉
神
名
御
神
体
等
は
本
山
の
秘

中
の
秘
に
し
て
か
る
が
る
人
の
し
ら
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
云
え

り
」
と
あ
り
今
以
て
不
明
で
あ
る
が
、
金
刀
比
羅
官
女
書
に
よ
れ

ば
「
大
物
主
神
（
大
国
主
神
）
を
祀
り
摂
社
に
崇
徳
天
皇
を
合

祀
す
る
」
と
あ
る
。

専
ら
災
害
除
去
、
海
上
守
護
、
福
徳
の
神
と
し
て
広
く
一
般
の

人
々
か
ら
崇
敬
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
社
記
絵
馬
堂
の
奉
納
額

玉
垣
等
に
よ
っ
て
伺
い
知
る
事
が
出
来
る
。

こ
こ
は
中
世
時
代
か
ら
既
に
門
前
町
と
し
て
栄
え
（
３
）
「
金
毘

（
一
一
一
一
五
○
’
一
一
一
一
五
一
）

羅
権
現
深
秘
神
霊
考
」
に
観
応
年
中
の
比
よ
り
当
山
の
霊
験
い
や

増
し
験
威
に
驚
怖
し
諸
国
よ
り
渉
海
登
山
に
及
び
し
故
商
家
売
店

山
下
に
つ
ら
な
り
百
工
千
職
居
住
の
集
所
と
な
す
」
と
あ
り
門
前

町
と
し
て
の
歴
史
は
古
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
に
入
っ
て

一
層
発
展
し
た
の
は
参
勤
交
代
制
度
に
よ
る
交
通
機
関
の
整
備
特

に
航
海
技
術
の
進
歩
に
伴
う
瀬
戸
内
海
海
上
交
通
の
発
達
、
貨
幣

経
済
の
発
展
、
瀬
戸
内
海
塩
飽
舟
師
と
他
の
海
域
の
舟
師
と
の
連

絡
、
高
松
、
丸
亀
両
藩
主
の
協
力
、
別
当
金
光
院
の
手
腕
等
が
考

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

え
ら
れ
る
が
特
に
金
毘
羅
大
現
権
が
民
衆
を
吸
引
す
る
力
が
大
き

く
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

金
毘
羅
権
現
は
寛
文
年
代
（
一
六
六
○
頃
）
ま
で
社
僧
、
社
人

共
に
奉
仕
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
に
社
人
は
社
僧
に
隷
属
し
て

単
に
社
僧
が
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
が
増
補
高
松
藩
記
巻
一

に
「
金
毘
羅
社
僧
社
人
公
事
一
件
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
社
僧

は
即
ち
別
当
金
光
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
古
義
真
言
宗
の
無
本
寺

で
寺
中
に
多
門
院
、
晋
門
院
、
神
護
院
、
万
福
院
、
尊
勝
院
（
今

は
い
ず
れ
も
廃
寺
）
の
五
院
が
あ
り
金
光
院
の
役
僧
で
あ
る
。
明

治
初
年
金
毘
羅
大
権
現
は
金
刀
比
羅
宮
と
称
し
、
別
当
金
光
院
は

復
節
し
宮
司
と
し
て
こ
こ
に
仕
え
る
こ
と
と
な
り
其
後
世
襲
制
で

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
経
堂
、
五
重
塔
、
阿

ア
サ
ヒ
シ
ヤ

弥
陀
堂
等
は
廃
仏
殿
釈
に
よ
り
殆
ど
失
っ
た
が
現
在
の
旭
社
は
江

戸
時
代
に
建
立
し
た
金
堂
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
上
が
金
毘
羅
に

つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。

○
金
毘
羅
の
民
政

門
前
町
と
し
て
日
夜
参
詣
客
で
賑
っ
た
金
毘
羅
の
人
口
は
ど
れ

程
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
巡
見
史
料
役
用
日
記
等
に

よ
っ
て
ゑ
る
と
先
ず
享
保
十
三
（
一
七
一
一
八
）
年
の
役
用
日
記

に
は
町
方
家
数
三
百
軒
町
方
人
数
弐
千
五
、
六
百
人
、
宝
暦
十

一
（
一
七
六
一
）
年
五
月
の
巡
見
史
料
に
一
、
家
数
御
尋
三
百
五

五
九
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十
軒
と
申
上
候
一
、
竈
は
七
百
八
十
と
答
候
一
、
人
数
何
人

程
と
御
尋
ゆ
へ
二
千
人
斗
と
申
上
侯
寛
政
（
一
七
八
九
）
元
年

四
月
巡
見
史
料
に
一
、
町
方
家
数
之
事
、
几
五
百
八
十
軒
位
、

一
社
領
人
数
之
事
凡
千
九
百
五
十
九
人
、
内
男
千
百
二
十
九
人
、

女
八
百
三
十
人
、
一
、
町
方
渡
世
之
事
諸
国
参
詣
人
之
宿
、
又
は

在
へ
商
毛
仕
り
田
地
も
作
り
渡
世
仕
候
一
、
酒
屋
数
之
事
十

（
一
八
四
○
）

二
軒
御
座
侯
天
保
十
一
年
役
用
日
記
に
社
領
人
数
弐
千
七
百
八

拾
壱
人
内
男
千
四
百
七
拾
六
人
女
千
三
百
五
人
こ
の
内
出

家
弐
拾
四
人
金
光
院
家
来
七
百
八
拾
六
人
内
男
四
百
八
人

女
三
百
七
拾
八
人
百
姓
一
一
一
百
拾
七
人
内
男
百
七
拾
五
人
女

百
四
拾
弐
人
町
人
千
六
百
五
十
四
人
内
男
八
百
九
拾
三
人

女
七
百
六
拾
壱
人
山
伏
二
人
座
頭
壱
人
道
心
壱
人
尼
壱

人
と
な
っ
て
い
る
。
天
保
十
一
年
の
調
査
で
金
光
院
の
家
来
が
七

百
人
以
上
も
い
た
こ
と
は
金
光
院
が
如
何
に
大
世
帯
で
あ
り
、
勢

力
を
持
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
こ
の
外
文
政
Ｃ
八
六
○
）
七

年
に
は
茶
屋
が
八
十
一
軒
も
あ
り
社
領
家
数
の
約
三
分
の
一
が
茶

屋
、
酌
取
日
雇
宿
で
占
め
て
こ
れ
は
琴
平
の
性
格
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
と
思
う
。

封
建
時
代
は
士
農
工
商
の
身
分
制
度
が
厳
重
で
あ
り
、
そ
の
上

衣
食
住
に
関
す
る
制
限
が
あ
り
、
武
士
階
級
で
す
ら
勝
手
な
旅
行

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
百
姓
町
人
の
物
見
遊
山
は
も
っ
て
の

外
で
あ
っ
た
が
、
寺
社
へ
の
参
詣
は
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
為
信

法
政
史
学
第
一
五
号

仰
に
名
を
か
り
て
各
地
に
旅
行
す
る
者
が
ふ
え
て
来
た
の
で
あ

る
。
参
詣
客
の
多
く
集
る
娯
楽
地
と
し
て
の
金
毘
羅
に
住
む
庶
民

を
金
光
院
は
ど
の
よ
う
に
し
て
統
制
し
た
か
史
料
に
よ
っ
て
見
て

ゆ
き
た
い
と
思
う
。
弘
化
（
一
八
四
六
）
三
年
午
十
一
月
役
用
日

記
に
、一
、
町
方
之
者
共
対
士
分
江
被
り
物
並
一
一
下
駄
履
掛
候
義
不
相
成
侯
段

先
年
申
聞
置
候
処
近
年
狼
二
相
成
候
様
相
聞
候
間
此
度
相
改
申
渡
侯
別

而
遣
之
者
共
江
も
此
段
可
申
渡
候
己
後
心
得
違
之
者
在
之
候
〈
〈
急
度

曲
事
申
付
侯
間
一
異
念
迄
も
不
洩
様
厳
敷
可
申
渡
候

こ
れ
は
武
士
と
町
人
と
の
身
分
の
差
を
充
分
に
つ
け
、
次
に
天
保

改
革
が
金
毘
羅
に
も
影
響
し
専
ら
質
素
倹
約
を
す
る
よ
う
命
令
し

た
文
書
の
天
保
十
四
年
の
御
用
留
帳
よ
り

被
仰
出

年
始
門
松
之
義
夫
ル
寅
十
二
月
夷
松
門
口
江
相
営
候
様
被
仰
渡
有
之
候

所
近
年
世
柄
も
悪
敷
不
繁
昌
一
一
而
立
行
兼
自
然
ト
売
躰
景
気
一
一
モ
相
拘

候
哉
之
旨
一
統
歎
願
之
趣
無
余
義
相
聞
候
二
付
三
段
松
高
サ
八
尺
代
銀

弐
匁
二
限
り
差
免
候
但
町
柄
一
ヨ
リ
花
美
之
注
連
筋
等
致
侯
間
花
美

之
儀
〈
決
而
不
相
成
候
門
松
而
己
ト
相
心
得
可
申
侯

卯
十
二
月

町
方
者
共

御
触

去
ル
酉
年
下
駄
之
儀
二
付
被
仰
付
方
モ
在
之
候
処
近
来
狼
二
相
見
へ
候

六

○
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是
迄
之
処
者
御
糺
シ
方
御
免
被
成
以
来
相
改
左
之
通
相
心
得
可
申
候

一
、
白
木
下
駄
皮
は
な
お
傘
〈
渋
蛇
ノ
目
迄
〈
不
苦
候
右
之
外
不
相
成
候

但
シ
対
御
家
中
之
面
々
江
対
候
節
者
土
足
二
相
成
丁
嘩
二
時
宜
可
仕
候

尤
私
用
二
而
通
行
之
節
御
家
中
之
面
を
江
対
候
節
見
受
次
第
相
除
又
〈

被
仰
付
之
趣
二
相
心
得
時
宜
可
仕
候
決
而
無
礼
無
之
様
相
心
得
可
申
侯

組
頭

一
、
白
木
御
免
下
駄
傘
〈
問
屋
張
但
シ
子
供
二
至
迄
同
断

一
、
来
ル
八
朔
馬
（
４
）
錺
之
儀
去
卯
年
御
触
二
相
成
申
居
候
所
其
後
摂
一
一

相
成
候
様
相
見
へ
候
間
随
分
目
立
不
申
侯
様
相
心
得
御
申
渡
可
被
成
候

天
保
四
（
一
八
三
一
一
一
）
年
の
金
光
院
日
帳
に

一
、
振
廻
料
理
之
儀
何
様
之
会
合
た
り
と
い
う
と
も
一
汁
二
菜
二
過
へ
か

ら
す
酒
三
献
た
る
へ
し
尤
遠
方
珍
敷
物
等
相
調
不
申
有
合
二
随
分
軽
ク

可
仕
侯
事
但
他
所
客
た
り
と
い
う
咄
見
合
二
軽
く
可
仕
候
事

一
、
婚
礼
祝
儀
之
節
分
限
相
当
二
諸
事
軽
ク
可
仕
候
媒
人
親
類
之
外
〈
一

切
其
座
二
出
合
申
問
敷
尤
祝
儀
印
物
取
遣
り
右
之
外
可
為
無
用
事

天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
の
役
用
日
記
に

一
、
公
儀
御
改
革
二
付
先
年
相
触
候
通
御
法
度
物
夫
を
申
付
有
之
候
所
此

節
二
而
者
摂
二
相
成
り
絹
布
縮
緬
之
類
相
用
表
付
堂
嶋
下
駄
御
免
下
駄

等
相
用
候
哉
二
相
聞
侯
間
決
而
不
相
成
段
厳
敷
可
申
付
候

一
、
女
髪
結
之
儀
者
決
而
不
相
成
段
兼
而
申
付
置
候
所
抜
を
一
一
髪
結
侯
者

モ
有
之
哉
二
相
聞
候
間
以
来
髪
結
候
得
者
髪
結
〈
勿
論
為
結
候
者
モ
厳

敷
答
可
申
付
候
右
之
通
町
中
不
洩
様
相
触
可
申
侯

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

こ
の
髪
結
制
限
の
事
は
婦
人
に
と
っ
て
甚
だ
困
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
為
に
幾
分
緩
和
さ
れ
た
。
即
ち

去
ル
寅
秋
女
髪
結
御
差
留
被
仰
付
下
方
一
統
之
者
共
手
髪
二
而
致
迷
惑

候
者
多
在
之
哉
二
相
聞
候
間
女
髪
結
〈
不
相
成
候
得
共
相
互
二
結
合
い

た
し
候
儀
〈
不
苦
候
尤
御
上
寄
御
差
免
〈
無
之
侯
全
拙
者
了
管
ヲ
以
見

免
候
間
人
手
を
頼
候
節
者
相
応
之
謝
義
可
有
之
侯
間
一
度
二
付
謝
義
三

分
一
一
可
相
限
候
過
分
二
謝
義
決
而
不
相
成
侯
手
前
ノ
油
元
結
二
候
得
者

弐
分
二
而
可
相
限
候
賃
銭
〈
申
遣
候
儀
〈
不
相
成
候
祝
儀
又
〈
紙
代
と

し
て
可
遣
候
其
余
過
分
之
謝
儀
取
遣
致
侯
時
者
双
方
急
度
智
方
申
付
侯

間
心
違
無
之
様
相
心
得
可
申
侯

町
奉
行

す
べ
て
華
美
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
次
に
旅
行
に
つ
い
て
は
行
先

日
数
を
組
頭
ま
で
届
け
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

口
上

此
度
心
願
御
座
候
二
付
出
雲
国
大
社
へ
参
詣
仕
度
奉
存
右
二
付
日
数
三

十
日
程
相
懸
リ
候
間
此
段
御
届
申
上
侯
以
上
か
し
主
や
弥
介

午
七
月
什
五
日

組
頭
虎
之
助
様

社
領
内
の
山
林
立
入
禁
止
に
つ
い
て
は

御
領
内
之
面
々

御
山
林
立
木
伐
り
取
候
儀
者
兼
而
御
停
止
之
処
近
年
摂
り
一
一
相
成
折
々

元
切
枝
葉
忍
友
伐
り
取
候
者
在
之
哉
二
相
聞
候
間
夫
を
取
締
之
上
急
度

申
付
方
モ
可
在
候
節
之
所
此
度
〈
不
及
其
沙
汰
二
己
来
隠
目
付
指
出
置

見
当
次
第
急
度
智
方
申
付
侯

一
ハ
ー
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即
ち
領
内
山
林
の
無
断
切
取
り
、
及
び
葉
打
も
禁
止
し
て
い
る
。

叉
博
突
遊
女
も
他
の
地
方
、
藩
の
よ
う
に
禁
止
し
て
い
る
が
土
地

柄
少
有
大
目
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
次
の
文
書
は
遊
女
飯

盛
女
の
一
掃
を
は
か
っ
た
の
に
対
し
、
旅
籠
屋
、
飯
盛
宿
よ
り
の

歎
願
に
よ
り
黙
認
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。旅
篭
屋
飯
盛
宿
共

是
迄
飯
盛
女
其
儘
差
置
候
儀
見
免
し
候
得
共
追
々
公
道
御
改
革
御
厳
重

一
一
而
右
之
類
御
指
留
〆
有
之
諸
国
二
而
も
同
様
二
坂
極
右
様
之
類
夫
々

親
元
江
差
戻
し
候
由
相
聞
候
依
之
御
社
領
二
而
も
難
見
免
候
間
一
切
不

相
成
候
若
又
隠
置
候
儀
も
相
聞
侯
〈
〈
不
一
ト
通
り
呰
方
申
付
候
急
度

其
旨
相
心
得
可
罷
在
候
右
被
仰
出
之
趣
奉
畏
価
而
御
請
一
札
如
件

恐
乍
奉
願
上
口
上
旅
篭
屋
飯
盛
宿
総
判

・
六
丁
組
頭
宛

一
此
度
御
公
儀
様
御
改
革
二
付
御
当
所
二
在
来
候
酌
坂
飯
盛
之
類
早
速

立
除
候
様
厳
敷
被
為
仰
付
恐
入
奉
畏
早
を
立
除
申
候
然
ル
所
御
当
山
日

増
二
御
繁
栄
二
付
諸
国
が
参
詣
人
多
入
込
候
間
迎
も
平
日
召
拘
置
候
人

数
二
而
引
立
テ
不
申
誠
二
当
惑
仕
自
然
給
仕
向
等
不
都
合
二
相
成
候
而

者
客
人
二
寄
り
不
機
嫌
之
次
第
も
有
之
候
而
者
相
済
不
申
侯
精
を
念
入

マ
マ

来
客
へ
粗
末
無
之
様
取
扱
仕
度
奉
存
侯
渡
海
風
並
之
善
悪
二
而
参
詣
人

多
少
二
寄
り
或
二
日
半
日
と
譲
合
楽
二
雇
込
候
得
者
無
失
墜
至
極
勘

□
と
も
相
成
候
間
何
卒
女
奉
公
人
口
入
所
相
立
等
ｎ
Ｕ
－
－
寄
奉
公
望
之

者
相
集
私
共
一
軒
二
付
壱
両
人
当
召
拘
置
世
話
敦
侯
節
者
及
相
対
相
雇

侯
様
仕
度
奉
存
候
左
候
得
者
参
詣
人
手
前
都
合
宜
敷
御
座
侯
勿
論
衣
類

法
政
史
学
第
一
五
号

こ
れ
ら
の
外
、
職
人
は
地
元
の
者
を
使
い
他
所
大
工
な
ど
は
直
々

に
一
雇
わ
ぬ
事
、
以
上
わ
ず
か
の
史
料
で
あ
る
が
大
体
藩
の
倹
約
令

な
ど
に
似
か
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
金
毘
羅
の
職
制
に
つ
い
て
見
た
い
。
朱
印
地
金
毘
羅
は
別

当
金
光
院
の
支
配
下
に
あ
り
、
こ
れ
に
仕
え
る
部
下
を
御
山
侍
と

い
っ
て
領
民
に
対
し
て
威
力
を
ふ
る
っ
て
お
り
、
叉
寺
中
の
五
院

は
そ
れ
ぞ
れ
扶
持
を
も
ら
っ
て
金
光
院
の
補
助
的
役
目
を
司
っ
て

い
た
。
明
和
九
（
一
七
七
二
）
年
定
御
当
山
宛
行
分
限
記
に
よ
る

と
、
五
院
は
い
ず
れ
も
二
人
扶
持
で
、
神
護
院
は
十
八
石
、
万
福

院
七
石
余
、
尊
勝
院
参
石
七
斗
、
晋
門
院
三
万
、
多
門
院
五
石
余

領
内
の
職
制
は
奉
行
（
勘
定
、
買
込
、
作
事
、
台
所
、
山
、
町
奉

行
）
が
あ
り
こ
の
下
に
町
年
寄
、
組
頭
、
五
人
組
頭
、
町
方
手
代
等

で
幕
府
の
政
策
に
従
っ
て
行
わ
れ
、
監
督
は
高
松
寺
社
奉
行
が
代

行
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
役
人
は
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
町
民
に

対
し
て
絶
対
的
権
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
町
方
手
代
は

月
番
制
で
非
番
の
時
は
融
通
会
所
に
出
勤
す
る
規
定
と
な
り
、
彼

一ハー一

等
者
不
及
申
都
而
質
素
一
一
仕
召
遣
可
申
侯
間
何
卒
願
上
之
通
り
御
聞
済

被
為
成
下
候
〈
〈
広
大
之
御
慈
悲
有
難
仕
合
奉
存
侯
右
之
段
宜
敷
御
執

成
奉
願
上
侯
以
上
旅
篭
屋
飯
盛
宿

天
保
十
四
年
卯
九
月

右
者
閨
九
月
十
二
日
朝
五
シ
時
御
用
召
一
一
御
願
通
り
相
済
御
免
―
―
相
成

候
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ら
は
他
所
と
の
交
渉
に
あ
た
る
の
で
八
丁
年
寄
と
も
い
い
町
奉
行

支
配
下
に
あ
り
、
諸
願
書
は
手
代
宛
に
出
さ
せ
、
こ
れ
を
組
頭
の

手
許
に
出
し
、
熟
覧
の
上
で
町
年
寄
に
渡
し
、
こ
こ
で
調
ぺ
た
上

で
月
番
の
惣
年
寄
に
廻
し
、
同
役
の
惣
年
寄
と
会
議
の
上
、
町
奉

行
所
へ
出
し
、
こ
こ
で
決
裁
す
る
の
で
あ
っ
た
。
年
寄
は
町
内
の

人
望
家
が
な
っ
て
い
た
の
で
名
誉
職
の
よ
う
な
形
で
二
人
扶
持
祝

義
金
一
両
を
給
付
さ
れ
た
が
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
改
革

で
御
蔵
米
七
俵
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
職
制
も
大
体
藩
の
そ
れ
と

似
か
よ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

以
上
が
金
毘
羅
に
お
け
る
民
政
の
大
要
で
あ
る
。
そ
し
て
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
社
領
内
の
政
治
は
大
体
藩
政
と
は
あ
ま
り
変
ら
ず

別
当
は
大
名
と
同
格
で
あ
り
、
領
民
に
対
し
て
絶
対
的
権
力
者
で

あ
っ
た
事
で
あ
る
。

⑧
金
毘
羅
の
経
済
面

Ⅲ
酒
造
株
及
び
其
他
の
株
に
つ
い
て

江
戸
時
代
に
お
い
て
い
ず
れ
の
蕪
、
何
れ
の
地
方
に
お
い
て
も

酒
は
需
要
に
応
じ
て
一
定
の
酒
造
家
に
株
を
持
た
せ
、
そ
の
範
囲

内
に
お
い
て
譲
造
を
許
可
し
た
。
し
か
も
酒
造
は
そ
の
地
方
の
産

出
米
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
米
価
に
も
大
き
く
影
響
す
る
の
で

そ
の
年
の
酒
造
高
は
適
宜
そ
の
年
の
米
穀
の
需
要
墹
減
に
よ
っ
て

調
節
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
識
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

金
毘
羅
に
お
け
る
酒
造
政
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

ゑ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
丑
十
二
月
廿
日
の
日
付
あ
る
金
毘
羅

社
領
酒
屋
寒
造
り
酒
仕
入
米
高
覚
帳
（
琴
平
町
山
下
堅
氏
所
蔵
）
に

よ
れ
ば

合
米
高
二
百
六
石
酒
造
高
百
五
十
二
石
九
斗

外
二
焼
淋
酎
壱
斗
酒
二
口
合
百
五
十
三
石

内
上
酒
拾
八
石
代
銀
三
〆
二
百
四
十
目

中
酒
四
拾
壱
石
三
斗
代
銀
六
〆
百
九
十
五
匁

下
酒
九
拾
三
石
六
斗
代
銀
拾
壱
〆
二
百
三
十
二
匁

焼
淋
酎
壱
斗
代
銀
六
十
目
総
代
銀
合
二
十
賃
七
百
二
十
七
匁
内

御
運
上
銀
六
〆
九
百
九
匁
残
拾
三
賞
八
百
十
八
匁
酒
屋
手
取

こ
の
文
書
に
よ
る
と
運
上
銀
は
代
銀
の
三
割
四
分
位
に
当
る
。
又

役
用
日
記
（
天
保
頃
）
に
よ
る
と
酒
造
米
高
は
株
高
の
半
分
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
例
と
し
て

て
酒
造
米
高
百
五
十
石
酒
造
株
高
三
百
石
金
毘
羅
社
領
内
町
永
楽

屋
政
右
衛
門

こ
の
外
に
九
軒
の
酒
造
家
が
あ
る
が
い
ず
れ
も
こ
の
例
と
同
様
の

酒
造
米
高
は
株
高
の
半
分
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
金
刀
比
羅
宮
記
録
に
享
和
二
（
一
八
○
二
）
年
八
月
五

日
の
条
に

一ハーーー
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法
政
史
学
第
一
五
号

一
、
九
月
四
日
高
松
寺
社
方
沙
当
年
出
水
之
国
交
多
直
段
引
立
一
一
付
酒
造

米
高
之
内
半
高
酒
造
可
致
公
儀
御
書
付
写
差
越
候
事

享
保
五
（
一
七
二
○
）
年
五
月
晦
日
の
条
仁

一
、
近
年
他
所
ｊ
清
酒
仕
候
而
商
売
仕
者
多
候
二
付
古
来
ｊ
相
極
左
之
侯

株
立
之
酒
屋
共
以
之
外
難
儀
申
由
願
出
有
之
候
二
付
右
之
段
御
聞
届
之

上
向
後
株
立
之
酒
屋
之
他
所
酒
売
買
急
度
御
法
度
被
仰
付
侯
云
々

こ
れ
は
社
領
法
度
に
そ
む
き
他
所
よ
り
の
移
入
酒
売
買
に
対
し
酒

造
家
保
護
の
為
に
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
外
天
保
二
（
一
八

三
一
）
年
九
月
に
醤
油
屋
株
三
軒
、
絞
油
株
五
軒
、
縫
箔
屋
一
軒

桶
屋
十
二
軒
、
茶
屋
旅
籠
屋
、
呉
服
屋
、
大
物
屋
、
古
手
屋
、
小

間
物
屋
が
株
組
織
を
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
冥
加
金
を
納
め
て
独
占

的
営
業
を
行
っ
て
い
た
。
株
仲
間
と
い
う
問
題
は
経
済
史
の
面
で

興
味
が
あ
る
が
く
金
毘
羅
の
場
合
こ
れ
ら
の
冥
加
金
は
融
通
会
所

（
庶
民
金
融
機
関
の
よ
う
な
も
の
）
に
融
資
し
、
町
民
の
救
済
、

発
展
費
に
あ
て
た
と
い
う
が
、
充
分
な
資
料
が
未
だ
見
当
ら
ぬ
事

は
残
念
で
あ
る
。

②
大
般
若
講
に
つ
い
て

富
く
じ
は
一
名
突
富
と
も
い
い
、
一
種
の
賭
博
に
似
た
も
の
で

こ
の
源
流
を
考
え
れ
ば
古
代
の
貸
稲
貸
税
叉
中
世
の
無
尽
或

は
頓
母
子
等
で
江
戸
時
代
に
入
る
と
か
な
り
盛
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
為
幕
府
及
び
諸
藩
に
お
い
て
は
度
々
禁
令
を
出
し
厳

童
に
取
締
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

所
が
享
保
十
五
（
一
七
三
○
）
年
京
都
仁
和
寺
は
堂
宇
修
覆
費

を
得
る
た
め
の
理
由
で
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
一
ヶ
年
三
回
（
正

五
、
九
月
）
三
ケ
年
富
興
行
を
開
催
し
た
。
こ
れ
を
最
初
に
、
其

後
奈
良
興
福
寺
、
江
戸
浅
草
寺
等
で
も
行
わ
れ
、
文
化
文
政
時
代

頃
よ
り
益
を
盛
と
な
り
天
保
時
代
に
は
そ
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
目
黒
不
動
尊
、
湯
島
天
神
喜
見
院
、
谷
中
の
天
王
寺

は
江
戸
の
三
大
富
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

幕
府
が
特
定
の
寺
社
に
対
し
て
富
く
じ
を
許
可
し
た
の
は
、
こ
れ

ま
で
特
定
寺
社
の
維
持
費
に
つ
い
て
或
程
度
幕
府
が
援
助
し
て
い

た
が
、
財
政
窮
乏
の
た
め
に
そ
れ
が
困
難
に
な
っ
た
事
が
大
き
な

原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
琴
平
に
お
け
る
富
く
じ
は
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
九
月

九
条
家
よ
り
の
特
許
に
よ
っ
て
大
般
若
経
寄
附
の
た
め
万
人
講
を

催
す
と
い
う
名
儀
で
向
う
十
ヶ
年
間
許
可
に
な
っ
た
。
従
っ
て
こ

の
富
く
じ
を
「
九
条
富
」
「
九
条
家
の
御
講
」
「
大
般
若
講
」
等

と
い
っ
て
金
毘
羅
に
お
い
て
規
模
の
大
き
い
富
く
じ
で
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
は
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼

重
が
幕
府
に
乞
う
て
朱
印
地
と
定
め
、
又
特
別
娯
楽
地
に
指
定
し

別
当
金
光
院
主
が
支
配
し
、
一
種
の
治
外
法
権
地
帯
で
あ
っ
た
為

に
賭
博
な
ど
は
黙
認
さ
れ
、
金
毘
羅
金
山
寺
町
は
南
海
き
っ
て
の

有
名
な
賭
博
場
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

六

四
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そ
こ
で
何
故
九
条
家
が
金
毘
羅
で
富
く
じ
を
行
っ
た
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
る
が
、
金
刀
比
羅
官
女
書
に

又
宝
永
五
年
の
金
光
院
日
帳
に
よ
れ
ば

金
光
院
住
職
之
剛
者
於
京
都
九
条
家
御
門
流
之
内
猶
父
二
相
頼
候
事

一
、
宝
永
五
千
年
十
一
月
什
五
日
宥
山

御
室
御
所
江
罷
登
六
月
朔
日
権
僧
正
転
任
無
滞
相
済
候
事

猶
父
正
親
町
大
納
言
殿

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

金
光
院
住
職
之
事
規
則
書

一
、
当
山
金
毘
羅
神
社
別
当
職
之
儀
者
往
古
宥
範
上
人
が
宥
盛
マ
テ
神
力

法
カ
ヲ
以
一
山
相
続
有
之
先
師
宥
硯
住
職
汐
山
下
氏
於
之
権
輿
也
有
時

当
国
大
守
頼
童
公
江
拝
謁
之
刻
御
内
意
者
後
代
住
職
堂
上
方
之
胤
ヲ
以

致
相
続
候
而
着
如
何
ト
被
仰
聞
候
故
退
出
之
上
氏
族
江
及
談
候
処
難
有

奉
存
候
得
共
是
迄
山
下
氏
血
脈
ヲ
以
連
綿
仕
候
故
無
余
儀
大
久
保
主
計

江
川
惣
左
衛
門
迄
申
出
候
所
早
速
御
聞
御
許
容
被
為
有
向
後
独
茂
両
家

汐
代
を
住
職
可
相
立
旨
被
仰
出
候
猶
両
人
共
方
端
申
合
一
山
並
町
方
共

取
締
之
儀
今
裁
判
御
山
大
切
二
守
護
可
仕
候
何
事
之
願
之
事
有
之
節
弥

一
右
衛
門
者
家
来
之
身
分
強
而
難
申
出
品
茂
可
有
之
候
得
共
浪
人
之
身

分
殊
二
親
類
ダ
ル
弥
右
衛
門
ョ
リ
可
申
出
旨
被
仰
出
之
墓
以
諸
事
御
懇

意
之
被
仰
出
候
条
難
有
奉
存
久
遠
之
可
為
規
模
老
也
如
件
候
得
者
血
脈

之
者
二
而
モ
両
家
之
可
為
猶
子
老
也

寛
文
十
二
壬
子
年
九
月

隠
居
宥
典
判

別
当
宥
栄
判

右
正
親
町
大
納
言
殿
者
九
条
殿
御
門
流
二
而
者
無
御
座
候
殿
様
御
縁
家

之
御
方
二
而
御
頼
入
被
下
候
而
正
親
町
大
納
言
猶
子
二
相
成
申
候
事

一
、
宥
弁
僧
正
猶
父
鷲
尾
家

右
九
条
殿
門
流
二
而
此
時
初
例
也

な
お
叉
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
の
官
職
に
つ
い
て

『
元
文
四
夫
年
宥
弁
官
位
昇
進
為
頼
四
月
二
致
上
京
候
尤
是
迄
官
位
昇

進
之
儀
初
官
之
権
律
師
ｊ
権
大
僧
正
迄
老
御
室
嵯
峨
両
門
跡
之
御
令
旨

昇
進
仕
僧
正
任
官
之
節
者
御
室
之
院
室
兼
帯
ニ
テ
権
僧
正
蒙
勅
許
候
得

共
此
度
御
室
嵯
峨
之
御
令
旨
ヲ
離
し
初
官
位
之
権
律
師
殿
ヨ
リ
直
任
叙

之
儀
兼
灸
九
条
内
府
公
御
推
挙
被
為
遊
被
下
候
価
而
七
月
十
一
一
日
右
官

位
願
書
並
小
折
紙
等
伝
奏
冷
泉
前
大
納
言
殿
江
指
出
侯
所
無
滞
相
納
リ

同
十
一
一
百
冷
泉
家
ヨ
リ
御
指
図
二
而
職
事
庭
田
頭
中
将
殿
御
方
江
小
折

紙
付
願
書
も
指
出
是
又
無
滞
相
納
候
（
以
下
略
乙

と
あ
り
、
猶
子
入
用
費
に
つ
い
て
は

一
、
御
猶
子
一
件
入
用
銀

九
条
殿
江
御
願
被
遊
候
二
付
今
度
普
門
院
相
願
候
様
申
合
遣
候

一
、
金
七
両
弐
朱
外
二
弐
分
用
意
金
也

一
、
銀
三
百
御
揃
御
座
候
此
金
二
而
五
両
壱
朱
ト
銭
五
分

以
上
で
金
光
院
と
九
条
家
と
の
関
係
が
幾
分
か
理
解
出
来
る
が
、

九
条
富
開
催
に
つ
い
て
の
経
緯
は
文
政
八
（
一
八
一
三
）
年
の
金

光
院
日
帳
に
よ
る
と

文
政
年
間
講
一
件
始
末
（
金
刀
羅
宮
史
料
）

六
五
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即
ち
名
称
は
大
般
若
講
で
あ
る
が
内
容
は
富
く
じ
同
様
で
あ
り
、

此
史
料
以
外
に
も
九
条
家
は
諸
太
夫
を
通
じ
て
度
々
講
開
催
を
申

込
ん
で
い
る
。
大
般
若
講
と
名
付
け
た
所
以
は
金
光
院
主
が
大
般

若
経
修
法
の
日
に
九
条
富
が
行
わ
れ
た
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
寺
社
建
立
讃
と
か
何
含
講
と
い
う
名
儀
は
変
更
し
て
も
其
実
博

突
又
は
富
く
じ
同
様
で
あ
っ
た
事
が
よ
く
わ
か
る
。
又
天
保
五

（
一
八
三
四
）
年
の
金
光
院
日
帳
に
よ
れ
ば

法
政
史
学
第
一
五
号

（
知
欠
力
）

一
、
文
政
八
酉
年
九
月
十
九
日
左
之
通
御
達
有
之
候
尤
御
存
無
之
分
一
一
而

相
済
候
段
御
口
達

於
御
社
領
万
人
譜
興
行
之
儀
ニ
付
年
来
九
条
殿
内
日
夏
筑
前
介
が
申
参

時
々
御
断
一
一
相
成
候
様
又
候
当
春
ぴ
申
来
侯
一
一
付
委
細
御
申
出
之
趣
無

掻
儀
二
被
存
候
得
共
兎
角
後
難
ヲ
厭
上
度
を
御
断
り
候
儀
二
御
座
候
然

者
毎
々
申
来
候
儀
二
付
而
〈
先
方
一
一
も
何
登
申
出
候
趣
意
不
相
立
内
〈

何
時
迄
茂
引
漣
来
リ
可
申
侯
間
全
手
軽
之
儀
二
候
〈
、
此
表
一
一
而
指
而

相
構
候
儀
二
茂
無
之
候
間
如
何
様
共
御
示
談
有
之
候
而
も
可
然
哉
併
富

様
之
儀
〈
公
辺
向
願
相
済
可
申
儀
一
一
も
無
之
侯
間
若
御
催
一
一
相
成
候
マ

、
渡
公
儀
御
指
図
候
得
〈
不
及
是
非
事
二
御
座
侯
兼
而
其
旨
御
心
得
程

（
固
力
）

能
御
掛
合
有
之
可
然
被
存
候
将
又
先
年
筑
前
介
汐
申
来
候
趣
も
此
表
□

役
人
指
出
方
之
儀
相
見
へ
候
共
右
之
一
条
〈
其
期
一
一
至
様
子
次
第
之
事

と
被
存
候

同
年
十
一
月
什
五
日
大
般
若
講
初
而
興
行
之
事
夫
が
引
続
興
行

十
二
月
八
日

右
の
書
状
に
対
し
て
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
七
月
廿
九
日
の
条

（
金
光
院
日
帳
）
に

一
、
筆
令
啓
上
候
然
而
於
御
領
九
条
殿
御
寄
付
之
大
般
若
講
当
十
二
月
一
一

而
満
講
二
相
成
候
処
今
十
ヶ
年
被
相
催
度
御
同
所
か
御
頼
二
付
尚
又
十

一
月
が
来
ル
己
ノ
十
月
迄
十
ヶ
年
之
間
延
年
之
儀
申
出
候
通
相
済
候
間

左
様
御
心
得
可
然
恐
を

七
月
什
六
日

筧
又
蔵

金
光
院

こ
の
書
状
は
高
松
寺
社
奉
行
筧
又
蔵
か
ら
金
光
院
に
与
え
た
九

一
ハ
ーハ

ー
、
九
条
殿
御
譜
之
儀
寺
社
方
江
左
之
通
取
計
相
済
候
事

御
内
談
之
覚

九
条
殿
御
寄
付
大
般
若
講
入
札
去
ル
酉
年
十
二
月
Ａ
Ｃ
相
始
り
当
年
一
一
而

十
ヶ
年
之
年
限
之
処
尚
又
十
ケ
年
延
年
之
儀
御
同
所
が
被
申
入
有
之
其

段
先
達
而
申
出
御
座
候
処
未
夕
御
様
子
モ
相
知
不
申
然
ル
処
右
之
通
酉

ノ
十
二
月
Ａ
Ｃ
相
始
り
候
儀
一
一
付
年
数
〈
相
立
申
候
得
共
月
数
之
処
〈
未

年
十
月
迄
二
Ｊ
い
）
可
相
営
儀
二
も
候
哉
併
是
等
之
境
．
申
出
候
儀
ｊ
も
如
何
候

得
共
可
相
成
候
得
者
来
年
十
月
迄
〈
是
迄
之
仕
成
一
一
御
聞
届
可
被
成
御

儀
者
相
成
申
間
敷
候
哉
御
内
談
申
候
宜
御
賢
慮
被
下
度
頼
存
候

以
上

十
一
月

三
木
七
郎
右
衛
門
様

筧
又
蔵
様
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条
冨
許
可
状
で
あ
る
。
朱
印
地
金
毘
羅
は
金
光
院
の
支
配
下
に
は

あ
っ
た
が
、
監
督
は
幕
府
の
下
に
あ
り
、
こ
れ
を
高
松
藩
寺
社
奉

行
が
代
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
九
条
富
許
可
の
理
由
に

は
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
十
一
月
什
七
日
金
光
院
日
帳
に

一
、
大
般
若
讃
高
松
上
納
一
、
十
一
月
七
日
金
七
両

一
、
十
一
月
什
二
日
金
廿
五
両
右
両
度
ノ
御
益
今
日
普
門
院
出
府
一
一
付

相
頼
遣
候
事
但
去
ル
文
政
十
二
丑
（
一
八
二
九
）
年
十
月
か
当
天

保
五
午
（
一
八
一
一
一
四
）
十
月
会
迄
納
高
七
百
三
拾
弐
両
也

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
体
理
解
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の

富
く
じ
は
続
行
し
た
が
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
次
の
よ
う
な

事
件
が
持
上
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
大
般
若
講
一
件
留
記
に
よ
る

と

一
、
天
保
十
亥
年
十
二
月
大
坂
役
木
戸
之
者
阿
州
表
江
通
り
掛
之
由
一
一
而

当
処
逗
留
中
廿
二
日
御
輿
所
之
処
入
札
続
後
右
役
木
戸
之
者
御
講
会
処

江
参
り
講
元
両
人
江
多
二
邑
興
所
〈
何
方
へ
願
済
候
哉
ト
押
方
一
一
付
先

年
公
九
条
殿
大
般
若
講
二
御
座
侯
間
引
続
興
行
之
旨
講
元
が
相
答
之
処

九
条
家
御
称
号
相
離
し
居
申
候
願
済
無
之
候
得
〈
離
捨
置
候
間
駒
箱
錐

帳
面
銀
子
等
預
リ
申
度
被
申
無
櫨
相
渡
候
処
夫
含
封
印
付
ヶ
町
役
人
へ

預
ヶ
込
候

一
、
松
尾
町
金
毘
羅
諸
堂
大
破
一
一
及
候
故
講
元
鶴
田
屋
卯
兵
衛
山
屋
直
之

進
象
頭
山
信
仰
二
付
諸
堂
修
覆
之
た
め
と
存
大
般
若
講
と
名
付
富
博
突

似
寄
之
事
相
企
壱
万
五
千
詰
一
一
而
板
札
壱
板
四
匁
シ
、
一
一
相
定
〆
最
寄

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

手
続
ヲ
以
売
渡
シ
竹
鬮
一
一
而
当
リ
ヲ
定
〆
夫
々
褒
美
差
遣
シ
残
り
銀
私

欲
二
仕
候
様
御
察
度
ヲ
請
御
吟
味
被
仰
付
候
所
全
ク
私
欲
二
而
茂
無
御

座
候
得
共
御
法
度
之
儀
ト
不
心
得
議
会
仕
候
段
奉
恐
入
候
間
此
上
如
何

躰
之
御
呰
被
仰
付
侯
而
茂
一
言
之
申
訳
モ
相
立
が
た
く
不
調
法
奉
恐
入

侯
と
先
荒
増
右
之
通
二
御
座
侯

六
月
十
七
日

小
国
専
次
郎

菅
文
祐
様

枝
茂
川
伴
吉

菅
納
一
馬
様

（
中
略
）

て
七
月
九
日
於
大
坂
講
元
始
掛
り
之
者
御
番
所
江
呼
出
候
而
御
奉
行
並

掛
り
之
与
力
出
席
候
而
左
之
通
一
一
仰
渡
候

講
元
鶴
田
屋
卯
兵
衛

山
屋
直
之
進

其
方
共
諸
堂
為
修
覆
大
般
若
講
卜
相
唱
昨
冬
富
博
突
似
寄
之
儀
相
企
申

候
由
尤
自
分
得
用
二
而
不
仕
候
得
共
右
様
之
儀
相
斗
候
段
不
届
之
次
第

之
過
料
五
貴
女
シ
、
申
付
侯
跡
掛
り
之
者
共
右
同
断
二
而
過
料
三
貫
文

シ
、
申
付
侯
右
之
通
之
御
裁
許
二
而
過
料
相
納
候
〈
、
勝
手
次
第
国
元

へ
引
取
候
様
申
度
侯

以
上
の
為
大
般
若
講
は
一
時
は
中
止
と
な
っ
た
。
即
ち
金
光
院
日

帳
に一
、
先
年
九
条
殿
汐
御
寄
付
大
般
若
講
之
儀
文
政
八
酉
年
九
月
此
方
様
一
一

〈
御
存
知
無
之
方
ニ
テ
長
☆
興
行
之
処
天
保
十
亥
年
故
障
出
来
中
絶
一
一

相
成
居
申
侯
二
付
毎
度
御
殿
が
御
再
興
之
儀
被
仰
入
侯
二
付
近
年
毎
度

六
七
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叉
弘
化
二
Ｃ
七
七
七
）
年
の
金
毘
羅
役
用
留
記
に
よ
れ
ば
、
高

松
御
触
と
し
て
厳
重
に
禁
止
の
申
渡
し
が
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず

其
後
も
度
為
九
条
家
よ
り
興
行
の
催
促
を
し
て
お
り
、
如
何
に
九

条
家
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
講
で
あ
っ
た
か
が
想
像
出
来
る
が
、

一
体
こ
の
讃
は
ど
の
位
利
益
金
が
あ
っ
た
か
。
表
役
所
御
用
留
帳

に
よ
れ
ば

こ
れ
に
よ
れ
ば
一
ヶ
年
平
均
百
五
拾
両
あ
っ
た
事
が
知
れ
、
叉
正

月
、
一
一
月
、
三
月
、
四
月
、
十
一
月
の
各
廿
五
日
、
十
一
一
月
は
十

一
一
日
を
会
日
と
し
、
講
は
い
つ
も
黒
字
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

現
在
で
も
こ
の
富
く
じ
の
行
わ
れ
て
い
た
所
を
「
ト
ン
バ
」
と

い
っ
て
字
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
、
九
条
家
の
富
興
行
は
明
治

維
新
と
共
に
消
滅
し
た
。
以
上
が
九
条
富
の
概
要
で
あ
る
が
、
寺

社
に
お
け
る
富
く
じ
は
江
戸
時
代
寺
社
の
特
権
と
し
て
許
可
さ
れ

一
、
金
百
五
拾
両

右
者
御
講
御
益
近
年
の
な
ら
し
一
ヶ
年
分
百
四
拾
九
両
弐
歩
二
御
座
候

間
凡
此
割
合
ヲ
以
御
会
毎
寄
高
一
一
応
上
納
可
仕
候
寄
高
多
少
一
一
ヨ
リ
少

食
〈
増
減
可
有
御
座
侯

天
保
五
午
年
八
月
十
六
日
入
江
丹
富
江
掛
合
之
趣
左
之
通
九
条
殿
御
承

知
ニ
侯
〈
、
大
方
高
松
表
茂
相
整
申
可
裁
之
事
但
菅
納
孫
右
衛
門
ｊ

申
請
候
而
入
江
丹
宮
口
演
□
相
渡
候
事

法
政
史
学
第
一
五
号

も
ｂ

御
内
証
置
候
得
共
御
国
政
一
一
御
指
支
之
由
一
一
テ
御
断
申
上
候
云
だ

た
が
、
こ
れ
は
寺
社
名
目
金
と
と
も
に
近
世
金
融
史
上
き
わ
め
て

意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

③
芝
居
興
業
そ
の
他
に
つ
い
て

こ
の
外
金
光
院
は
琴
平
の
発
展
策
の
方
法
と
し
て
西
国
一
と
い

わ
れ
る
芝
居
常
小
屋
を
建
て
一
流
の
上
方
役
者
を
来
演
ざ
せ
参
詣

客
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
小
屋
の
建
築
費

は
芸
妓
の
花
代
か
ら
三
文
、
五
文
と
取
っ
た
刎
銀
で
賄
っ
た
と
い

う
こ
と
で
天
保
七
年
に
は
積
り
積
っ
て
七
万
両
も
の
刎
銀
が
あ
っ

た
と
い
う
。

な
お
外
に
軽
業
、
生
人
形
、
曲
芸
、
操
人
形
、
羽
二
重
人
形
、

福
助
お
ど
り
、
犬
猿
芝
居
な
ど
当
時
一
流
の
代
表
的
興
行
物
の
殆

ど
は
金
毘
羅
に
き
て
上
演
し
た
こ
と
が
一
枚
刷
の
絵
に
残
っ
て
い

る
。
し
か
し
収
入
は
い
つ
も
黒
字
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が

町
民
に
迷
惑
を
か
げ
る
こ
と
な
く
金
光
院
自
ら
で
こ
れ
を
補
っ
た

の
で
か
え
っ
て
町
の
発
展
に
役
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
の
建
築
で
大
坂
の
浪
花
座
を
模
し
て

建
て
た
金
丸
座
は
今
は
見
る
影
も
た
く
年
と
共
に
朽
ち
は
て
て
は

い
る
が
、
劇
場
建
築
様
式
を
整
え
た
日
本
最
古
の
建
物
で
あ
る
。

さ
て
住
民
の
生
活
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
必
ず
し
も

豊
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
の
金
毘
羅
騒

動
、
安
政
五
年
社
領
田
畑
質
入
事
件
は
金
毘
羅
に
お
こ
っ
た
二
大

一
摂
で
あ
り
、
前
者
は
米
穀
高
値
の
た
め
、
後
者
は
高
率
年
貢
坂

六
八
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結
び

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
金
光
院
と
琴
平
の
町
、
庶
民
と
の
関
係

は
生
活
の
面
に
深
く
結
び
つ
い
て
発
展
し
、
叉
参
詣
客
に
よ
っ
て

信
仰
地
と
し
て
叉
娯
楽
地
と
し
て
活
況
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
平

沼
淑
郎
博
士
は
近
世
門
前
町
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
即
ち
（
５
）
「
門
前
町
は
だ
い
た
い
近
世
に
入
る
と
社
会
的
比
重

は
急
激
に
低
下
し
都
市
的
世
界
の
わ
ず
か
一
隅
を
占
め
る
も
の
で

し
か
な
く
な
っ
た
。
寺
社
の
政
治
的
経
済
的
な
世
俗
的
権
力
は
幕

藩
体
制
下
に
完
全
に
去
勢
さ
れ
、
門
前
町
の
都
市
的
要
素
は
わ
ず

か
に
民
衆
の
間
の
庶
民
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
遊

覧
都
市
と
し
て
そ
の
活
況
を
維
持
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
近
代

に
お
い
て
も
門
前
町
は
遊
覧
都
市
と
し
て
生
き
の
び
て
お
り
、
琴

平
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
ぺ

て
き
た
事
を
ま
と
め
る
と
こ
の
よ
う
な
結
論
に
た
る
。
し
か
し
金

毘
羅
門
前
町
は
も
っ
と
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
と
思
う
。
そ
し
て
研
究
の
道
は
こ
れ
か
ら
に
か
か
っ
て
い
る

と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

立
の
為
に
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は

充
分
な
史
料
が
な
く
何
も
述
べ
ら
れ
な
い
が
金
光
院
の
勢
力
に
よ

っ
て
大
事
に
な
ら
ず
に
終
っ
た
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
讃
岐
金
毘
羅
門
前
町
の
研
究
（
土
居
）

註
（
１
）
香
川
叢
書
巻
一

（
２
）
香
川
叢
書
巻
三
の
三
六
八
頁

（
３
）
古
事
類
苑
神
祇
部
第
四
冊
一
三
五
頁

（
４
）
八
朔
馬
勤
と
は
八
月
朔
日
に
男
の
子
供
の
無
事
成
長
を
祝
っ
て
餅

米
の
粉
で
馬
を
作
り
そ
れ
を
美
し
く
飾
っ
て
親
類
知
人
を
招
待
し
て

祝
う
行
事
で
あ
る
。

（
５
）
平
沼
淑
郎
著
入
交
好
脩
編
、
近
世
寺
院
門
前
町
の
研
究
九
頁

〔
参
考
資
料
〕

て
金
光
院
日
帳
金
刀
比
羅
宮
史
料
金
刀
比
羅
文
書
（
以
上
金
刀
比

羅
宮
所
蔵
）

二
、
香
川
叢
書
巻
一
及
び
巻
三

三
、
増
補
高
松
藩
記

四
、
天
保
年
間
役
用
日
記
（
香
川
県
琴
平
町
草
薙
金
四
郎
氏
所
有
）

五
、
神
官
司
庁
編
古
事
類
苑
神
祇
部
第
四
冊

六
、
小
学
館
編
『
図
説
日
本
文
化
史
大
系
』
巻
九
、
十

七
、
児
玉
幸
多
著
『
近
世
農
民
生
活
史
』

八
、
野
村
兼
太
郎
箸
『
日
本
経
済
史
』

九
、
平
沼
淑
郎
入
交
好
脩
共
著
『
近
世
寺
院
門
前
町
の
研
究
』

以
上

六

九
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